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文 教 常 任 委 員 会 記 録 

 

１．会議日時 

  平成２７年６月１５日（月）午前１０時 １分 開会 

               午前１０時２０分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 安 藤  薫 副委員長 大澤千恵子   委  員 東 久美子 

  委  員 南 野 直 司 委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山一正     教育長 箸尾谷知也 

  次世代育成部長 前馬晋作  

同部参事兼こども教育課長 小林寿弘  

学校教育課長 荒木智雄  教育支援課長 撰田裕美 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 橋本英樹 同局書記 井上智之 

 

１．審査案件 

  議案第４１号 平成２７年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分 

  議案第４８号 摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

議案第４８号 の一部を改正する条例制定の件 
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（午前１０時１分 開会） 

○安藤薫委員長 おはようございます。 

 ただいまから、文教常任委員会を開会し

ます。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 おはようございます。 

 梅雨に入りましたけれども、連日の夏日

が続いておりますが、皆さん方にはお忙し

いところ、文教常任委員会をお持ちいただ

きまして大変ありがとうございます。 

 本日は、過日の本会議で当委員会に付託

されました案件についてご審査をいただ

きますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決い

ただきますよう、よろしくお願いいたしま

す。 

 一旦退席させていただきます。 

○安藤薫委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、嶋野委員

を指名します。 

 審査の順序につきましては、先に議案第

４１号所管分の審査を行い、次に議案第４

８号の審査を行うことに異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 異議なしと認め、そのよ

うに決定します。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時２分 休憩） 

（午前１０時３分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第４１号所管分の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 おはようございます。 

 それでは、議案第４１号所管分につきま

して、少しだけ質問させていただきたいと

思います。 

 本会議におきましても、その内容につい

ては概要をご説明いただきました。府から

の補助金でございまして、具体的には図書

の購入等に当てていかれるということだ

と思うんですけれども、まず消耗品が２８

万３，０００円計上されておりますが、こ

れは具体的にどういうことであるのか。そ

れと、図書の購入費ですけれども、これは

８万２，０００円計上されておりますけれ

ども、どういった内容のものになるのか。

どういった目的でこの事業が採択されて、

執行に至るのか。少し基本的なところで恐

縮でございますが、お聞かせいただきたい

と思います。 

○安藤薫委員長 荒木課長。 

○荒木学校教育課長 消耗品につきまし

ては特別な教育課程と申しますか、日本語

指導、外国にルーツがある児童・生徒の日

本語の力をつけるための指導資料でござ

います。消耗品につきましてはその教材で

す。例えば、日本語指導を行うためのいろ

んなカードでありますとか、それから次々

に日本語の言葉が出るフラッシュカード

のようなものですとか、常に掲示するもの

をラミネートしたりですとか、そういう日

本語指導をするためのいろんな教材づく

りに関する印刷ですとかラミネートや、そ

の類の消耗品を今年度整備していきたい

ということで計上させていただいている

ものです。 

 それから、図書につきましては、いろん

な日本語指導の専門の本もございますし、

それから児童・生徒向けの絵本ですとか、

それから日本語を習得させるための書籍

ですね、これらは日本語教室に据え置いた

り、それから教職員が研修に使ったりいた
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します。それから今回はＤＬＡと申しまし

て、子どもたちが持っている日本語の能力

を測定するようなそういう手法がござい

まして、これの研究をするということにな

っておりますので、そういう関係の書籍で

すとか、そのあたりを今検討しているとこ

ろでございます。 

 この事業の目的・趣旨につきましては、

摂津市には約２６名ですか、日本語指導が

特に必要な児童・生徒がおります。中学生

は４人ですから小学生が２２人。小学生２

２人と中学生４人の日本語指導を必要と

する児童・生徒がおりますけれども、この

子どもたちに限られた時間であってもい

かに効果的に日本語の能力をつけるため

のそれぞれの個人別の指導計画、先ほど申

しました日本語能力をしっかり測定しな

がら、この子たちに合った日本語指導はど

うあるべきかという指導計画を立てまし

て、いわゆる一般の教育課程の時間を取り

出して別の教室で個別指導を行ったりと

か、その子に応じた教育課程を編成できる

ということで特別な教育課程という名称

がついておりますけれども、いろんな計画

を立てまして、取り出したりあるいはその

授業に入り込んで横について指導をした

り、その子に応じた指導方法を考えていこ

うという研究の趣旨でございます。 

 摂津市としましても、これまでその子に

応じた言語ができる日本語指導員を派遣

しておりましたけれども、今回補助がいた

だけるということで、これまでは味生小学

校等で取り組んできた実績も評価いただ

きまして、大阪府下３市が特別に大阪府の、

国の事業ですけれども特別の教育課程に

よる日本語指導推進事業を受けましたの

でこの補助金を活用しまして、今申しまし

たような消耗品それから図書、あと先進校

視察ですとか、それから日本語能力をはか

る、ＤＬＡを指導していただく講師の謝金

とか、このあたりを補助金で活用いたしま

す。さらに、市の事業で行っておりました

日本語指導の先生の報償金、この分も補助

が幾らかいただけますので、これまでの市

の財政を縮減しながらさらに日本語指導

の事業を充実できると、そういうことにな

っております。よろしくお願いいたします。 

○安藤薫委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 本当に詳しくご答弁

いただきましてありがとうございました。

この中身、内容につきましてはよく理解で

きたんですけれども、先日、視察に参りま

して、教育長も部長も一緒に行っていただ

きましたけれども、そのとき出雲市に行っ

て視察をしたときに、日本語をしゃべれな

い児童・生徒がふえてきているんだという

お話があったと思います。摂津市の人数を

お聞かせいただきまして、小学校では２２

名、中学校で４名ということなんですけれ

ども、状態がどの程度の、日本語指導とい

ってもいろいろ状況があるわけで、またこ

れから推移もあるわけですので、またしっ

かりとそこら辺のことを見据えていただ

きながら、今回は府の補助ということであ

ったわけですけれども、しっかり市の事業

としてもやってきたわけでございますの

で、そこら辺のことをしっかりと今後の動

向を見据えていただきながら有効に使っ

ていただければなと。先進事例も研究され

るということでございますので、しっかり

と先を見据えていただきながら検証して

いただければなということで要望として

申し上げたいと思います。以上でございま

す。 

○安藤薫委員長 東委員。 

○東久美子委員 今、ご答弁いただいたの
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を聞いておりまして、これは今までも重ね

て取り組んでこられたことで重要な取り

組みだと受けとめています。今回は補助が

出たということで手厚くできるのかなと

は思うんですけれども、本当に日本語がわ

からない子どもが学年の途中で来ること

もあるんですね。そのときの体制とかを踏

まえて、今後もこの補助金がなくなったの

でということではなく、必要なものにはき

ちんと予算化して支援していただけるよ

うに、これは要望です。よろしくお願いし

ます。 

○安藤薫委員長 ほかにご質問は。 

 大澤委員。 

○大澤千恵子委員 ご説明はよくわかり

ましたが、これを指導される先生方はどう

いった先生方が指導をされるのか。その時

間的なもの、時間数でこれはどれぐらいの

時間を費やされるのか、お聞かせいただき

たいと思います。 

○安藤薫委員長 荒木課長。 

○荒木学校教育課長 主に指導をするに

当たっては、指導すべき子ども、児童・生

徒がいる学校においては担任と担当教員

を決めて当たっております。摂津市には日

本語指導に専任する加配の教員を府より

３名いただいておりますので、この３名の

教員を中心にいろんな研究をしながら、連

絡協議会と頻繁に情報交換をしながら各

校の児童・生徒を指導しているということ

でございます。加配教員のいる学校におき

ましては、この加配教員が日本語指導を専

門に行いますので、対象の児童の取り出し

や入り込み、あるいは放課後の補習の時間

ですとかで指導を行っております。ただ、

加配教員のいない学校につきましては、担

任やその担当が限られた時間でございま

すが、学校によって違いますけれども、主

にルーツの外国語ができる指導員を派遣

しております。その時間は週に１回ですと

か２回ですとかを派遣してその時間を中

心に指導していると、そういう形になって

います。時間数としては限られております

けれども、どういう指導がいいかというこ

とについては協力しながらやっていると

いう形になっております。 

○安藤薫委員長 大澤委員。 

○大澤千恵子委員 今ご答弁がありまし

たけれども、その国の言語によって多少違

うということですけど、この内訳としては

どういう国の方々がいるのか教えていた

だけますか。 

○安藤薫委員長 荒木課長。 

○荒木学校教育課長 主に半数以上です

ね、１５名が中国語の言語を持っておりま

す。それ以外につきましてはタイ、それか

らフィリピンにつきましては言語が幾つ

かございますのでタガログ語やビサヤ語、

それからフィリピノ語とかございますの

で、そういうフィリピンの言語。現在のと

ころは、タイ、フィリピン、中国の児童が

おります。 

○安藤薫委員長 大澤委員。 

○大澤千恵子委員 今お聞きして、現実に

今の人数で何とか対応しているような感

じだと思うんですけど、今後、例えば先ほ

どおっしゃっていたように、対象の児童が

ふえていったときに指導する先生方とい

うのは、それだけ時間をとられるわけです

けど、そのあたりの対応というのか、準備

とかそういったことをされているのかと

いうことを最後にお聞かせいただきたい

と思います。 

○安藤薫委員長 荒木課長。 

○荒木学校教育課長 対象の子どもたち

も日本で生まれて日本で育って、日常会話
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はできるんだけれども、いわゆる学習で使

うような、授業で使うような難しい言葉が

できない、学習言語と呼んでいますけれど

も、そこをいかに指導するかとか、その子

に応じて本当に一から生活の日常会話か

ら教えなければならない子どもと、それか

ら時々授業に入り込んでサポートする子、

いろいろあります。 

 今後の方向としましては先ほど申しま

したが、１学校だけで取り組むことはなか

なか難しいことでございますので、この３

名の加配教員は自分の学校のみならず学

期に１回全ての対象の子どもがいる学校

を回って、その状況の巡回相談をしており

まして、できるだけ組織的に取り組むよう

にということでやっております。ただ、言

語がふえましたりとか、日本語指導の講師

が必要になったときは、必ず対象となる日

本語講師を探して派遣するということが

必要になりますし、そのあたりを市全体と

して考えていくというのが今回の事業で

もございますので、そういうふうに取り上

げてやっていきたいと思っております。 

○安藤薫委員長 よろしいですか。 

 ほかはございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 それでは、以上で質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１６分 休憩） 

（午前１０時１７分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 議案第４８号の審査を行います。 

 本件については補足説明を省略し、質疑

に入ります。 

 質疑のある方は挙手を願います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 質疑なしと認め、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時１８分 休憩） 

（午前１０時１９分 再開） 

○安藤薫委員長 再開します。 

 それでは、討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○安藤薫委員長 討論なしと認め、採決を

いたします。 

 第４１号所管分について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定し

ました。 

 議案第４８号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○安藤薫委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 これで、本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時２０分 閉会） 
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